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１．要 旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険

税の減免については、国からの財政支援措置を受け、令和２年度から令和４年度まで実施し

てきた。 

令和５年度においては、国からの財政支援措置はないが、引き続き新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた被保険者等を支援する必要があることから、令和４年度の国基準と同様

の基準に、市独自の要件（コロナ禍前の令和元年との収入比較）を加えた減免施策を実施す

るため、当該規則の一部を改正する。 

 

（１）主な改正内容 

新型コロナウイルス感染症に関する保険税減免の特例（特例減免）の対象となる保険税

等を規定した付則等を一部改正する。 

 

（２）施行日 

   公布の日（令和５年４月１日からの遡及適用） 

 

（３）影響及び効果 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者の負担軽減を図ることができる。 

また、遡及適用により、減免範囲を拡充して実施することができる。 

 

２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

・令和５年５月 文書課審査済。 

・令和５年７月 市報、国保だより及び市ホームページに概要を掲載（予定）。 
 

３．留意事項（問題点等） 

 

４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに改正の手続を進めたい。 

 

５．審議結果 

 

 

 

注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


